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○只見町除雪支援保険事業実施要綱 

平成19年11月１日訓令第22号 

改正 

平成20年11月１日訓令第18号 

平成24年11月１日訓令第22号 

只見町除雪支援保険事業実施要綱 

（目的） 

第１条 本事業は、安心して冬期間の日常生活を営めるよう医療保険や介護保険など公的保険制度

同様の精神を持って、本要綱に定めるところにより安定的な除雪作業の支援を図り、もって地域

福祉の増進を目的とする。 

（実施者等） 

第２条 この事業の実施主体は、只見町とする。ただし、本事業の目的を達成するため、本事業の

一部又は全部を適切な事業運営が確保できると認められる団体、ＮＰＯ及び民間事業者等に委託

することができるものとする。 

（事業） 

第３条 この要綱により行う事業は次に掲げるものとする。 

(１) 町内の除雪作業標準額を設定すること。 

(２) 除雪作業事業者等の登録等及びその公表に関すること。 

(３) 別に町長が定める要綱により除雪作業負担額を高齢者等に助成すること。 

(４) 高齢者等、自ら除雪作業を実施することが困難な者の除雪作業の優先受託の指導に関する

こと。 

(５) その他本事業の実施に係る連絡及び調整に関すること。 

（除雪作業事業者等の指定） 

第４条 除雪作業を行う除雪作業事業者等（以下「事業者等」という。）は、町内に住所又は主た

る事業所があるものの中から指定する。 

２ 事業者等登録を受けようとするものは、除雪支援保険事業者等登録申請書兼町税等納税状況確

認承諾書（様式第１号）及び労災保険又は傷害保険等の加入を証明できる書類（コピー可）を添

えて町に提出するものとする。 

３ 町は上記の内容を審査した上で、指定事業者等登録（様式第２号）を通知するものとする。 

（除雪作業事業者等の業務内容） 
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第５条 事業者等は、冬期間（概ね降雪があった日から翌年の３月末まで）の一括除雪作業を請け

負い、次に掲げる業務を行うものとする。 

(１) 降雪前の住宅廻りの確認 

(２) 軒つかえ、軒折れを防ぐための軒下除雪作業を基本作業とし、作業回数は３回を標準とし

て、適宜実施するものとする。 

(３) 作業実施前と終了後の写真をその都度各１枚以上撮影すること。 

（事業の対象） 

第６条 本事業の対象は、只見町内に個人が所有（住所要件を問わない。）又は使用する住宅とす

る。ただし、店舗、作業所、車庫等の非住家及び法人等が所有若しくは使用する建物は対象外と

する。 

（申し込み） 

第７条 利用者は除雪作業申込書（様式第３号）により、直接事業者等に申込みするものとし、申

込みを受けた事業者等は除雪作業申込書の写しを町に提出するものとする。 

２ 事業者は、地理的条件その他やむを得ない事情により除雪作業を行うことが困難であると判断

した場合は、その申し込みを断ることができる。 

（除雪作業標準額） 

第８条 第５条に規定する業務内容に対する除雪作業標準額は、消費税を含まず、60,000円とする。 

（豪雪対策本部設置による調整） 

第９条 町の豪雪対策本部が設置された場合は、その都度協議の上、除雪作業標準額を増額するも

のとする。 

（その他） 

第10条 本事業推進に当たり疑義等生じた場合は、その都度町と事業者等が協議し、その結果を町

広報誌等で公表するものとする。 

附 則 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（平成20年11月１日訓令第18号） 

この訓令は、平成20年11月１日から施行する。 

附 則（平成24年11月１日訓令第22号） 

この訓令は、平成24年11月１日から施行する。 
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様式第１号（第４条関係） 

年  月  日   

 

   只見町長 

 

除雪支援保険事業者等登録申請書兼町税等納税状況確認承諾書                       

 

       申請者 住   所            

           事業所等名            

代表者氏名        ○印    

 

只見町除雪支援保険事業者に登録したいので、必要書類を添えて申請します。 

また、当社（私）の町税等納税状況に関しては、只見町による確認を承諾します。 

 

添付書類（いずれかを線で囲む） 

労災保険証書の写し 傷害保険証書の写し その他保険証書の写し 
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様式第２号（第４条関係） 

   （住所） 

            様 

 

指 定 事 業 者 等 登 録 通 知 書 

 

    年  月  日付けで申請のあった除雪支援保険事業者等登録申請について審査した結果、

除雪支援保険事業指定事業者として登録したので通知します。 

 

        年  月  日 

 

只見町長        □印    

 

条     件 

 

登録を受ける者が次の各号に該当する場合は、登録の取消しを命ずることがある。 

１ 申請書及び添付書類等に虚偽の記載があったとき。 

２ 登録の要件及び町長の指示に違反したとき。 
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様式第３号（第７条関係） 

          御中 

 

除 雪 作 業 申 込 書 

 

        年  月  日 

 

申込者（住宅の所有者又は居住者）      

住  所                 

氏  名             ㊞   

生年月日 明・大・昭・平 年 月 日   

電話番号                 

 

    年 12 月から    年３月までの間、下記住宅の軒下除雪作業を委託したいので、除雪作

業標準額（除雪支援保険金）を添えて申し込みます。 

 

除雪を委託したい住宅                  

只見町大字      字      番地        

住宅の所有者又は居住者等                

除雪作業標準額（除雪支援保険金）        円   

 

【除雪事業者確認欄（事業者ご本人が記入してください）】 

受 託 年 月 日 受  託  事  業  者  名 

年  月  日 ○印   

 

 


